
１ 条例の基本事項 

条例の名称 茨城県歯と口腔の健康づくり 8020・6424 推進条例 

担当課（室） 健康推進課 公 布 日 平成 22 年 9 月 28 日 

報告の根拠 

(年次報告) 

第 14 条 知事は、毎年度、県民の歯と口腔の健康づくりの推進に関

して講じた施策の実施状況及び成果を取りまとめ、議会に対し報

告するとともに、これを公表するものとする。 

２（１）条例の概要・施策体系図 
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２（２）歯と口腔の健康づくり推進体制

県
茨城県口腔保健支援センター

８０２０・６４２４運動推進部会

センター長 保健医療部長

副センター長 健康推進課長

事務局 保健医療部健康推進課

主な業務 情報収集・提供、普及啓発、

人材育成、市町村事業等への

支援、連絡調整 等

体制

・茨城県口腔保健支援センター設置要項

第6条に基づき設置

・口腔保健支援センター事業に関する検討

委員長 保健医療部長

委員 職能団体、学識経験者 等

事務局：保健医療部健康推進課

（関係課として庁内各部署）

運営委員会

職能団体、関係団体、学識経験者 等

・健康いばらき推進協議会設置要項第6条に

基づき設置

・県歯科保健計画の進行管理、進捗状況及び

見直しに関する検討

事務局：保健医療部健康推進課

構成

市町村

関係団体等

県民

連携

連携

連携

連携

県民の歯と口腔の

健康づくり

多様な主体

による取組

自発的な歯と

口腔の健康づくり
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２（３）条例制定後の主な取組 
 
１．基本計画、指針等の策定状況 

 健康いばらき 21 プラン内の歯科口腔保健を、条例第 9条に基づく県歯科保健計画として策定。 

 

２．条例制定後の主な調査結果 

○80 歳で 20 本以上の自分の歯を持つ者、64 歳で 24 本以上の自分の歯を持つ者の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典「県民歯科保健基礎調査」（茨城県） 

 

○3 歳児でむし歯のない者の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典「地域保健・健康増進事業報告」（厚生労働省） 
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２（３）条例制定後の主な取組 
 
○12 歳児でむし歯のない者の割合の推移 

 

出典「学校保健統計調査」（文部科学省） 

 

○40 歳で喪失歯のない者の割合の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

                     出典「県民歯科保健基礎調査」（茨城県） 
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３ 条例の規定による事業等の実施状況及び成果並びに今後の取組 

（１）歯科保健関係者の人材育成等 

事業名 
事業 

主体 
事業の内容 

前年度 

最終予算額

［千円］ 

今年度 

当初予算額

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

１． 8020・

6424 推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 

 

【事業概要】 

県民の生涯を通じた歯と口腔の健康の保持増進をめざし､健

康いばらき 21 プランに基づき、歯科保健関係者等の人材育成

を通して、歯と口腔の健康に関する県民意識の向上を図るとと

もに、生活習慣病対策に歯科口腔保健の側面から取り組む。 

 

【実施状況】 

(1)8020・6424 運動推進部会 

生涯を通じた県民の歯と口腔の健康の推進方策等を検討す

るため、健康いばらき 21 プランの進行管理、進捗状況評価及

び見直し等を行う 8020・6424 運動推進部会を 3回開催。 

 

(2) 8020・6424 運動普及事業 

 県民の歯及び口腔の健康保持増進を図るため、保健、医療、

福祉等の指導的立場の者等を対象に歯科口腔保健に関する内

容の講習会を実施。 

回数 参加者数 

7 418 

 

＜6424 推進者を中心とした県民への活動支援＞ 

 県民の歯及び口腔の健康保持増進を図るため、6424 推進者

（地域の歯科保健関係者等）を中心に情報提供を 27 回実施。 

 

(3) 障害者歯科医療推進研修事業 

 障害者の歯及び口腔の健康保持増進を図るため、施設職員、

学校職員、歯科医療関係者、保護者等を対象に障害者歯科保健

医療に関する講習会を実施。 

回数 参加者数 

6 306 

 

(4)高齢者歯科医療推進研修事業 

高齢者の歯及び口腔の健康保持増進を図るため、施設職員、

歯科医療関係者等に対し、高齢者歯科保健医療に関する講習会

を実施。 

回数 参加者数 

5 207 

 

(5) 歯科医院禁煙支援事業 

 歯科医院における禁煙支援の推進を図ることを目的に歯科

医師、歯科衛生士等を対象に禁煙支援に係る研修会を開催。 

2,569 千円 
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また、禁煙支援相談を行う歯科診療所数を認証するとともに

禁煙支援の相談対応を行うなど、県民に喫煙と歯科疾患との関

連について広く周知。 

＜禁煙支援研修会＞ 

回数 参加者数 

2 321 

＜禁煙支援相談を行う歯科診療所数＞ 

禁煙支援・相談歯科医院数総数 うち新規数 

379 13 

 

(6) 歯科保健事業従事歯科衛生士研修事業 

地域等で歯科保健指導等を行う歯科衛生士の資質向上を目

的に、市町村等で歯科保健指導を行う歯科衛生士等に対して歯

科保健指導の技術向上等に関する研修を実施。 

回数 参加者数 

2 168 

 

【成  果】 

当事業により、県歯科保健計画を含む計画である「第４次健

康いばらき 21 プラン」を策定するとともに、本県独自の歯科

保健目標「8020・6424 運動」の普及啓発を図るための具体的な

取り組みを実施し、歯科保健関係者等を育成することにより、

県民の生涯を通じた歯科口腔保健の向上を支援できた。 

(健康推進課) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の取組】 

１． 8020・

6424 推進事

業 

県  (1)～(6)については、継続して実施し、県民の生涯を通じ

た歯と口腔の健康の保持増進、県民の歯科保健に対する意識

の向上を目指す。 

2,576 千円 

 

 

 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

２．口腔保

健支援セン

ター事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業概要】 

茨城県歯と口腔の健康づくり 8020・6424 推進条例に基づく

施策を効果的に実施するため､平成 27年 4月 1 日に茨城県保

健予防課内に茨城県口腔保健支援センターを設置し､歯科医療

業務に従事する者等に対し情報の提供､研修の実施その他の支

援を行うとともに県民の歯科口腔保健の推進を図る。 

 

【実施状況】 

(1) 行政歯科専門職の確保 

 地域の状況に応じた歯科口腔保健施策を推進させるため嘱

託歯科医師 1名、歯科衛生士（常勤）1名、歯科衛生士（会計

年度任用職員）1名を配置。 

 

(2) 口腔保健支援センター運営委員会 

茨城県口腔保健支援センター事業の企画立案及び効果的な

運営等を検討するため、運営委員会を開催。 

 

 

5,621 千円 
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(3) 事業所歯周病対策事業 

 働く世代の口腔の健康保持増進を図るため、事業所の衛生管

理者等を対象に歯周病予防や口腔管理に関する研修会を実施。 

回数 参加者数 

13 270 

 

(4)出張障害者施設口腔ケア事業 

 歯科保健医療サービスを受けることが困難な者（障害者）の

口腔の健康の保持を推進させることを目的に、障害者施設に

入所・通所する者、職員等に対して、歯科専門職による口腔ケ

ア等の歯科保健に関する講話及び実技指導を実施。 

回数 参加者数 

11 229 

 

(5)出張高齢者施設口腔ケア事業 

 入所要介護高齢者等の口腔の健康保持増進を目的に、高齢者

施設職員等に対して、歯科専門職による口腔ケア等の歯科保健

に関する講話及び実技指導を実施。 

回数 参加者数 

10 155 

 
(6)障害者等歯科医療技術者養成事業 

障害者・障害児、要介護高齢者等に対して、それぞれの状況

に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するため、歯科

衛生士等に対する研修等を実施。 

実習については、社会福祉施設等にてそれぞれの状態に応じ

た口腔ケア等の実習を実施。 

内容 回数 参加者数 

研修 2 107 

実習 5 7 

 

【成  果】 

歯科医療業務に従事する者等に対し情報の提供、研修の実施

及びその他の支援を行うとともに、歯科保健関係者等に対して

歯科口腔保健に関する普及啓発を行い、歯科口腔保健の推進を

図ることができた。 

            (健康推進課) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の取組】 

２．口腔保健

支援センタ

ー事業 

 

 

県 

 

 

 

 

 

 (1)～(6)については、継続して実施し、歯科医療業務に従事

する者等に対し情報の提供､研修の実施その他の支援を行うこ

とで､県民に対する歯科口腔保健に関する普及啓発を図る。 

 

 

 

6,082 千円 
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【前年度の実

施状況及び成

果】 

３．歯科衛生

普及 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業概要】 

健康いばらき 21 プランに位置付けられた県歯科保健計画

に基づき、歯科保健に関する普及啓発を行う。 

 

【実施状況】 

歯と口の健康に関するポスターコンクール 

 8020・6424 運動を広く県民へ周知し、歯科口腔保健の向上

に図るため、県内の小中学校の児童生徒を対象としたポスター

コンクールを実施。 

＜応募点数＞ 

小学校 中学校 

166 38 

＜賞名・表彰実績＞ 

知事賞 

小・中学校 各１点ずつ 県教育長賞 

県歯科医師会長賞 

優秀賞 小学校 5点、中学校 3点 

佳作 小学校 10点、中学校 5点 

 

【成  果】 

ポスターコンクールを行うことにより、県民の歯科保健に対

する意識向上を図ることができた。 

 (健康推進課) 

24 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の取組】 

３．歯科衛生

普及 

県 

 

 

 歯と口の健康に関するポスターコンクールを開催し、子ども

の頃から歯と口の健康に関心を持つよう働きかけていく。 

26 千円 

 

（２）心身障害者（児）歯科診療所の運営費用補助 

事業名 
事業 

主体 
事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の実

施状況及び

成果】 

４．心身障

害者（児）

歯科診療事

業 

 

 

県 

 

 

 

 

 

 

 

【事業概要】 

心身障害者（児）歯科診療事業を行っている県歯科医師会及

び市町村に対して、心身障害者(児)の歯科診療機会拡大を図

るため運営費を助成。 

 

 

 

 

9,372 千円 
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【実施状況】 

補助先 施設名 診療日数 延患者数 

（公社）茨

城県歯科医

師会 

口腔センター水戸 238 7,586 

口腔センター土浦 238 5,983 

日立市 日立市心身障害者 

歯科診療所 

97 891 

【成  果】 

心身障害者（児）の歯科診療の機会を確保できた。 

(健康推進課) 

【今後の取組】 

４．心身障害

者（児）歯科診

療事業 

県 

 

引き続き、心身障害者（児）歯科診療事業を行っている県歯

科医師会及び市町村に対して、運営費を助成し、心身障害者

(児)の歯科診療機会拡大を図る。 

 

9,372 千円 

 

（３）フッ化物洗口の推進 

事業名 
事業主

体 
事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の

実施状況及

び成果】 

５．フッ化物

洗口推進事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業概要】 

むし歯予防効果が高いとされるフッ化物洗口について、就

学前施設での導入促進に向けて、市町村を対象に新規導入施

設の必要経費に係る補助や説明会等を実施。 

【実施状況】 

(1)フッ化物洗口に係る費用の補助 

令和 3年度より、フッ化物洗口推進事業を実施。 

なお、平成 28 年度から令和 2 年度まではモデル事業とし

て実施。 

◇事業対象 市町村 

◇補助対象 就学前施設におけるフッ化物洗口実施に係る 

      費用に対する補助（報償費、消耗品費等） 

◇補助率  導入 1年目 10/10、 導入 2年目 1／2 

＜就学前施設におけるフッ化物洗口実施状況＞ 

年度 R2 R3 R4 R5 

実施市町村数 22 26 37 40 

実施施設数 96 148 248 268 

実施人数 4,519 6,157 10,219 10,692 

※国の補助事業や市町村及び施設の独自事業として実施しているもの

も含む。 

4,483 千円 
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(2) 市町村向け説明会 

 市町村におけるフッ化物洗口の推進を目的に市町村を対

象としたフッ化物洗口推進事業に係る補助金等について説

明会を開催。                  

回数 出席市町村 

2 44 

 

(3)歯科専門職等向け説明会 

施設等におけるフッ化物洗口を推進することを目的に、歯

科医師及び歯科衛生士等を対象に、地区歯科医師会単位で研

修会を実施。 

回数 参加者数 

14 476 

 

(4)県民への普及啓発及び関係者への支援 

県民へのフッ化物洗口の普及啓発を目的に、メディア等を

活用した普及啓発及び市町村や施設にフッ化物洗口実施の

働きかけや支援を実施。 

内容 回数 参加者数 

メディア（ラジオ） 2 － 

研修会等 7 207 

 

(5)フッ化物洗口講師派遣事業 

フッ化物洗口を事業化していない市町村の就学前施設を

対象に施設職員や保護者への説明及び園児への指導を行う

など、安全かつ効果的なフッ化物洗口を６施設で支援した。 

 

【成  果】 

令和３年度よりフッ化物洗口推進事業を開始し、フッ化物

洗口を実施する市町村数、就学前施設数、人数の増加を図る

ことができた。 

(健康推進課) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の取組】 

５．フッ化物

洗口推進事

業 

県 

 

 

 

 

県内の就学前施設において、よりフッ化物洗口が普及する

よう市町村等に対して(1)～(5)を継続的に行い、働きかけて

いく。 

また、フッ化物洗口を継続実施してきた効果を検証し、結

果を公表することで更なる推進を図る。 

6,119 千円 

 

 

 

 

【前年度の

実施状況及

び成果】 

６．小学校口

腔衛生推進

県 

  

 

 

【事業概要】 

むし歯予防に効果のあるフッ化物洗口を促進させるため、助

成制度を創設し、県内小学校児童の歯と口腔内の健康づくり

に資する。 

 

2,002 千円 
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事業 

＜教育庁＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇事業対象 市町村教育委員会 

◇補助対象 小学校におけるフッ化物洗口実施に係る 

費用に対する補助（薬剤、消耗品購入） 

◇補 助 率 1/2（上限 60,000 円） 

 

【参考：茨城県と全国のむし歯のある児童の比較（小学校）】 
茨城県 全国 

計 処置完了 未処置有 計 処置完了 未処置有 

42.3% 20.1% 22.2% 37.0% 19.3% 17.7% 

※令和４年度学校保健統計調査結果（文部科学省） 

※学校抽出調査 

＜小学校におけるフッ化物洗口実施状況＞ 

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

対象市町村 モデル市町村 全市町村 
R4 実施 

市町村 

実施市町村数 ５ 40 31 

実施校数 ５ 49 51 

実施児童数 211 2,375 2,602 

※国の補助事業及び市町村の独自事業として実施しているものも含

む。 

 

【成  果】 

 県歯科医師会と市町村を訪問しフッ化物洗口の理解啓発

を行ったり、保健医療部と情報共有したり、関係機関と連携・

協力体制を構築し、事業を実施することができた。 

前年度に比べ、継続実施した市町村は減少したものの、フ

ッ化物洗口の有効性を理解し、実施校を拡大した市町村があ

り、実施校・実施児童数は増加している。 

（教育庁 保健体育課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の取組】 

６．小学校口

腔衛生推進

事業 

＜教育庁＞ 

県 

 

予防効果を数値で確認するためには、一定の期間を要する

ことから、引き続きフッ化物洗口事業を継続して実施する。 

また、これまで継続実施した効果を検証した上で公表し、

取組を更に推進を図るものとする。 

さらに、県歯科医師会、県薬剤師会、県歯科衛生士会等と

協力し、学校における円滑な実施を支援していく。 

2,520 千円 

 

 

（４）認知症患者に対する支援体制構築 

事業名 
事業 

主体 
事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の

実施状況及
県 

 

【事業概要】 

 歯科医師等に対し認知症の基礎的対応等を習得する研修。 

1,023 千円 
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び成果】 

７．認知症対

策推進強化

事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施状況】 

歯科医師等認知症対応力向上研修事業 

歯科医師・歯科衛生士等を対象に、認知症患者への基本的対

応等に関する研修を開催する。 

回数 受講者 

2 60 

 

【成  果】 

認知症の疑いのある人に早期に気づき、状況に応じた歯科

治療・口腔管理を行う人材の育成に寄与した。 

                    (健康推進課) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の取組】 

７．認知症対

策推進強化事

業費 

県 

 

 歯科医師等に対し引き続き認知症の人本人とその家族を支

えるために必要な知識や医療と介護の連携の重要性を習得さ

せる研修を実施し、適切な歯科治療が受けられるよう支援体

制をより強化していく。 

1,023 千円 

 

 

（５）調査関係 

事業名 
事業 

主体 
事業の内容 

前年度 

最終予算額 

［千円］ 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

【前年度の

実施状況及

び成果】 

８．県民歯科

保健基礎調

査 

 

 

 

 

９．幼児歯科

健康診断実

施状況調査 

 

 

 

 

 

県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 

 

 

 

 

 

 

 

【事業概要及び実施状況】 

県民の歯科保健の現状等を把握し､本県の歯科口腔保健の

推進を図るうえで必要な基礎的資料を得るとともに、｢健康い

ばらき 21 プラン｣に規定されている指標項目の現状値を把握

するための基礎データを収集することを目的として、3歳・12

歳・成人（満 40,50,64,80 歳の男女）を対象におおむね 5 年

毎に調査を実施。  

※直近調査実施年度：令和３年度 

 

 

【事業概要及び実施状況】 

むし歯等の口腔衛生状態の現状を把握することにより、幼

児の歯科保健対策の充実強化を図るため、県内の保育所、認定

こども園、幼稚園及び特別支援学校幼稚部（認可外保育施設は

除く）を対象とした 4、5歳児のむし歯有病者数等の調査を毎

年実施。 

 

 

1,476 千円 

（R3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算なし 
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10．市町村歯

科保健事業

実施状況調

査 

 

 

 

県 

 

 

 

 

 

 

【事業概要及び実施状況】 

歯科保健対策の施策の参考資料とするため、県内全市町村

に対し、前年度実施の歯科保健事業に関する調査を毎年実施。 

【成  果】 

各ライフステージにおける歯や口腔内の現状及び市町村主

体の歯科保健事業実施状況について把握することができた。 

(健康推進課) 

予算なし 

 

 

 

 

 

 

【今後の取組】 

８．県民歯科

保健基礎調

査 

９．幼児歯科

健康診断実

施状況調査 

10．市町村歯

科保健事業

実施状況調

査 

県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民の生涯を通じた歯と口腔の健康の保持増進を支援する

ため、今後も継続して調査を実施し、調査結果に基づき施策

を検討していく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【前年度の実

施状況及び成

果】 

11．学校保健

統計調査 

＜教育庁＞ 

 

県 

 

【事業概要及び実施状況】 

児童生徒の健康実態を把握し、健康保持増進のための基礎

資料とするため、公立小学校・中学校・義務教育学校・中等

教育学校・高等学校・特別支援学校における児童生徒の定期

健康診断結果について毎年調査を実施。 

 

【成  果】 

児童生徒の健康状態を把握することができ、各学校や各地

域で健康の保持増進のための基礎資料として、活用された。 

また、保健医療部や県歯科医師会と児童・生徒のむし歯等の

罹患状況を共有することで、歯と口腔内の健康づくりのため

の指導や治療方針の検討などに資することができた。 

（教育庁 保健体育課） 

1,404 千円 

 

【今後の取組】 

11．学校保健

統計調査 

＜教育庁＞ 

県 

 

経年の変化や地域別の罹患状況の把握には、毎年悉皆調査

の積み上げが不可欠であるため、引き続き調査を継続してい

く。 

1,375 千円 
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